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環境レポートとは 

 環境レポート（年次報告書）とは、飯田市環境基本条例に基づき策定された 21’いいだ環境プラン（環境計

画）で掲げた環境政策の進捗状況を、同条例第８条の規定により作成し公表することとされています。 

21’いいだ環境プランは、令和６年度で「第５次改訂版」の計画期間が終了し、令和７年度からは「第６次改

訂版」が推進されています。21’いいだ環境プランの進行管理は「いいだ未来デザイン２０２８」の進行管理と

連動し、毎年度事業を「計画」「実施」「評価」「改善」によるＰＤＣＡサイクルに基づいて行います。 

 

飯田市環境基本条例 

 飯田市環境基本条例は、飯田市の環境施策を推進するに当たって基本となる条例であり、平成９年４月１

日に施行されました。以下に本レポートに関係する特に重要な条文を抜粋して掲載します。 

前文 

 私たちの郷土、飯田市は、南アルプスや中央アルプスをはじめとする山並みに囲まれ、天竜川沿いの河岸

段丘に発達した、伝統文化の息づくまちである。美しく雄大な自然に抱かれ、その豊かな水や緑は古来より、

市民生活に潤いを与え地場産用の発展を促すなど、様々な恵みをもたらしてきた。 

 しかしながら、近年は、過去のような産業公害が減少する一方で、大量消費、大量廃棄型の社会の経済活

動の定着や無秩序な都市化の進展により、廃棄物の増大、生活排水や自動車などによる都市・生活型公害、

身近な自然の減少、良好な景観の破壊など新たな環境問題が顕在化してきている。 

 私たちは、ともすれば、生産の向上と便利な生活を追求するあまり、人類も生態系の中の一員であり、自然や文

化の深い恩恵にはぐくまれて生存できることを忘れがちとなり、日々の活動による環境への影響は、地球的規模に

まで拡大した。人類共通の重要な課題となった地球環境問題は、その解決に向けてわが国の地方自治体にも、大

きな役割が求められてきている。 

今こそ私たちは、広い視野に立って、すべての人々が健全で豊かな環境を享受するとともに、将来の世代に良

好な環境を引き継いでいく責務を有することを認識し、環境への負荷を低減するため、すべての者の公平な役割

分担の下に社会経済システムや生活様式の変革を図っていかなければならない。 

このような認識の下、私たちは、市民の総意として、美しい環境と文化の香りに包まれた持続的に発展すること

ができる都市を、強い意志と行動により築くことを決意し、この条例を制定する。 

第 2条（基本理念） 

環境の保全及び創造は、情報の適切な提供及び施策の策定等への市民参加を通じて、現在及び将来の市民の

健全で豊かな環境の恵沢を享受する権利の実現を図ることにより、健康で文化的な生活の確保を目的として積極

的に推進されなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、環境の復元力には限界があることをかんがみ、環境資源の節度ある利用を行う

こと及び環境の保全上の支障を未然に防止することを旨とし、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な

社会の構築を目指し、すべての者の公平な役割分担の下に積極的に取り組むことによって行われなければな
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らない。 

３ 地球環境の保全は、地域の環境が地球環境に深く関わっていることから、市、事業者及び市民が自らの

課題であるととらえ、それぞれの事業活動及び市民生活において積極的に推進されなければならない。 

第 7条（環境計画の策定等） 

 市長は、環境保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境計画を策定しなけれ

ばならない。 

２ 環境計画においては、環境の保全及び創造に関する目標、目標を達成するための施策、環境配慮指針そ

の他必要な事項を定めるものとする。 

３ 市長は、環境計画を策定するときは、市民及び事業者の意見を反映するための必要な措置を講ずるとと

もに、飯田市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

第 8条（年次報告書の作成及び公表） 

市長は、環境の状況、環境計画に基づいて実施された施策の状況等について年次報告書を作成し、飯田

市環境審議会の意見を聴くとともに、これを公表しなければならない。 
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２1’いいだ環境プラン第５次改訂版の構成（体系図） ※令和３年度～令和６年度 
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1-1大気環境の良好な維持 

1-2水質の維持と川に親しむ活動の推進 

1-3騒音・振動被害の除去 

1-4臭気被害の低減 

1-5有害物質被害の除去 

1-6生活環境の悪化防止 

2-1街路樹・公園などの適切な管理 

2-2地域における環境美化活動の推進 

2-3地域独自の景観育成の推進 

2-6ポイ捨て防止の推進 

3-1リデュース(発生抑制)の推進 

3-2リユース(再使用)の推進 

3-3 リサイクル（再資源化）の推進 

3-4製品プラスチック資源化の研究 

3-5廃棄物処理施設の適正管理 

4-1生物多様性の維持 

4-2希少生物の保護、外来生物の駆除 

4-3森林保全の促進 

4-4農地の保全・活用の促進 

4-5 エコパーク・ジオパークの魅力発信 

4-6開発行為への自然環境配慮 

5-1省エネルギーの加速的推進 

5-2脱炭素な生活様式への転換 

5-3地域産再生可能エネルギーの創出 

5-4地域産再生可能エネルギーの活用 

5-5森林整備による吸収源の確保 

5-6気候変動への主体的適応 

6-1生涯にわたる環境学習の推進 

6-2幼少期からの環境学習の取組 

6-3環境学習人材の育成 

6-4環境人材のネットワークづくり 

6-5学習から実践へ 

2-5空き家・耕作放棄地対策の推進 

ゴール１ 

健康で快適な生活環境を維持しよう 

ゴール２ 

次世代に引き継ぐ美しい田園都市空間をつくろう 
 

ゴール４ 

豊かな自然を守り育もう 

ゴール５ 

気候変動への対策に取り組もう 

ゴール６ 

環境問題を知り、学び、実践に移そう 

ゴール３ 

３Ｒに取り組み循環型社会を築こう 
 

大気、水、土壌等を良好に維持し、健康で快適な生活

環境を維持向上させます。住宅や土地の管理不全や

鳥獣害による生活環境の悪化を防止します。 

緑化の推進と水や緑に親しむことができる潤いと安ら

ぎのある都市環境を創造するとともに、自然環境と一

体となった美しい自然景観の保全、地域の歴史的文

化的な特性を生かした田園及び都市景観を形成しま

す。 

ごみを作らない（Reduce）、再使用する（Reuse）、原

料として再資源化する（Recycle）、３つの R に取り組

んで、環境負荷の少ない循環型の社会を築きます。 

自然と人との共生により、生物多様性を維持し、森

林、農地、水辺地などを適切に管理することで自然を

豊かにします。 

生命、財産を将来にわたって守り、持続可能な発展を

するため、2050 年二酸化炭素排出実質ゼロを目指

し、二酸化炭素の排出量の削減と気候変動に適応した

生活、事業活動への転換に、協働して取り組みます。 

様々な世代、地域において環境に関する知識や情報

の普及、啓発を行い、市民、事業者、行政が協働し、

一人一人が環境の保全及び創造に主体的に取り組む

ことができるようにしていきます。 

6-6情報の発信 

（ターゲット） （ゴール） 

2-4環境配慮型工法の推進 
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Topic１ 燃やすごみ削減キャンペーン 
 

燃やすごみは、処理に多くの費用がかかり、飯田市の財政に大きな負担をかけています。また、市民の皆さ

んにとっては、物価高騰の折、ごみ袋の製造費用が上昇し、ごみ袋を使えば使うほど、家計の負担になってし

まいます。また、ごみを焼却するときに発生する二酸化炭素は、地球温暖化を進める原因にもなります。 

 

燃やすごみを減らすことは、市民の皆さんにとっても、飯田市にとっても、地球にとってもよりよい結果にな

ります。このため、令和６年度、年間を通じて「燃やすごみ削減キャンペーン」に取り組みました。 

 

家庭から排出される燃やすごみの中で、水分を多く含んだ生

ごみが約４割を占めます。このため、市民の皆さんに積極的に生

ごみの削減に取り組んでいただくため、生ごみの削減と食品ロス

削減に取り組むことを宣言していただいた世帯に、ごみ処理手数

料不要の燃やすごみ袋「生ごみ出しません袋」を先着１,０００世帯

に３０,０００枚配布しました。配布世帯では、生ごみ処理機やコン

ポストを使って、生ごみを自家処理したり、そもそも生ごみを出さ

ないために様々な工夫をしながら、食品ロス削減に取り組んでい

ただきました。 

 

また、生ごみ処理機器の購入に対して補助金を交付し、前年度

を大きく上回る３８１件の機器購入がありました。各家庭で生ごみ

の自家処理をしていただき、生ごみ削減につながりました。 

 

さらに、燃やすごみの中には、資源

にできる紙、汚れていないプラスチッ

クやペットボトル等が多く混入されて

いるため、広報いいだや新聞折込広

告を通じて、ごみの分別排出をＰＲし

ました。こうした取組を通じて、令和６

年度の家庭から出される１日当たり

のごみの量は５４６.６ｇとなり、21’い

いだ環境プラン第５次改訂版におい

て令和６年度までに取り組む目標値

としていた５５２.３ｇを下回り、目標を

達成することができました。 

 

稲葉クリーンセンターで焼却される飯田市の燃やすごみの量は、当初の計画量よりも大幅に増えています。

引き続き、ごみの発生抑制とごみの分別排出の徹底とリサイクルの推進により、市全体の燃やすごみ排出量

を減らしていく必要があります。 

 

▲生ごみ出しません袋 
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Topic２ 「いきもの大調査 inいいだ」 
 

国際的に推進されている「ネイチャーポジティブ（自然再興）」とは、自然を回復軌道に乗せるため、生物多

様性の損失を止め、反転させることを意味します。 

 

食料・繊維・木材・燃料など、私たちは多くの資源を生き物から得ています。生物無くしては人間の生活は

成り立ちません。しかし、世界中で多くの生物が絶滅に瀕しており、「生物多様性の損失」という重大な危機に

直面しています。 

 

令和６年度はネイチャーポジティブに向けた第一歩として、身近に生息する生物を楽しみながら探すこと

で、生物への関心を高めてもらうことを目的に「いきもの大調査ｉｎいいだ」を実施しました。 

 

これはスマートフォンのアプリ「Ｂｉｏｍｅ（バイオーム）」を利用した市民参加型生物調査で、生物の写真を撮

ってアプリに投稿すると、ＡＩにより種名が判定されるというものです。いつも目にする生物でも、種名がわか

ることで格段に親しみがわきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿種類ランキング 

順位 類名 投稿数 

1位 昆虫・クモ 717 

2位 種子植物 467 

3位 両生類 76 

4位 鳥類 61 

5位 哺乳類 40 

6位 は虫類 33 

7位 魚類 32 

8位 甲殻類 28 

9位 軟体動物 20 

10位 その他 186 

  合計 1,660 

 
投稿者アンケート回答抜粋 
・とても楽しかったです。ちょっと意識するだけで、実はすぐ身近にいきものが沢山いることに気づく
ことができました。 
・飯田市の生き物についての興味や知識をさらに深めることができ、とても楽しく、充実感があった。 
・普段から名前のわからない植物や昆虫を見ると名前が気になっていた。Ｂｉｏｍｅに投稿して名前がわ
かったりして、身近な生物について知ることの楽しさを感じたので、もっと投稿して、飯田の自然を
自分で探究していきたいと思った。 
・普段気に留めていない草花や昆虫に目が向いて楽しかった。 

募集内容 
・募集期間：令和６年７月１５日～９月１５日 
・募集対象：飯田市民（年齢等制限無し、参加費無料）  
・投稿方法：スマートフォンアプリ「Bｉｏｍｅ（バイオーム）」から投稿 
・投稿内容：市内で発見した野生生物（昆虫・植物・水生生物・動物） 

募集結果 

・投稿数：1,６６０件 ・投稿者数：１５５人 ・投稿種数：７１１種 

・投稿者年齢層（※アンケート回答者からの算出） 

1０歳未満 9％ １０代 15％ ２０代 6％ ３０代 13％  

４０代 19％ ５０代 22％ ６０代 13％ ７０代 3％ 
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Topic３ うごくる B。 「脱炭素経営」の推進による企業価値向上 
 

飯田市は、平成８年（１９９６年）に「環境文化都市」を目指すべき都市像として掲げ、２０２１年３月１９日には

市民、事業者、行政の３者共同で「２０５０年いいだゼロカーボンシティ宣言」を行いました。 

 

この目標達成の「確かな歩み」を進めるためには、地域経済の担い手である事業者の「脱炭素経営」への

転換が急務です。 

 

気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営である「脱炭素経営」への移行は、経営リスクの低減や成長

のチャンスとして、各企業が取り組むべき課題となっています。 

 

令和７年２月、脱炭素経営による企業価値向上及び地域における経済と環境の好循環の実現に向け、「う

ごくるＢ。脱炭素経営セミナー」を２回連続講座として飯田信用金庫本店で開催し、現地・オンライン合わせて

約５０名が参加しました。 

 

 初回は東京海上日動火災保険株式会社のＧＸ室担当者、第２回は同社長野支店及び株式会社スキルアッ

プＮｅＸｔ担当者を講師に招き、脱炭素経営による企業価値向上や人材採用・育成面での好影響について学

びました。 

 

セミナーでは、環境への取組をコストと捉える従来の考え方から脱却し、事業活動を「安心安全で豊かなも

のにする」ための「マルチベネフィット」のアプローチが強調されました。一つの取組が環境負荷低減だけでな

く、経済的利益ももたらすという視点が脱炭素経営推進に向けた鍵となります。具体的な推進策として、まず

エネルギーの「見える化」と省エネルギー化に取り組むことが挙げられました。 

 

このことから、令和７年度は脱炭素経営実践に向けた第一歩として、ＣＯ２排出量を日常的に意識して省エ

ネに取り組めるよう、事業者対象に「うごくるＢ。ＣＯ２排出量みえる化プログラム」を実施するなど、見える化

の支援を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

▼現地視察（蓄電池の見学） 

Topic４ 飯田マイクログリッドの運用開始 
 

飯田市が中部電力株式会社と共同で提案し、環境省から選定を受けた「脱炭素先行地域」における主な

取組の１つとして進めてきた「飯田マイクログリッド」の構築が完了し、令和７年２月２５日に関係者を招いて運

用開始式典を行いました。 

 

飯田マイクログリッドは、川路地区に建設された「メガソーラーいいだ」を主な電源施設に位置付け、既存

の配電系統を活用して構築した地域マイクログリッドです。 

 

地域マイクログリッドの構築により、エリア内の電力需要量や再エネ発電量を把握・調整し、独立した電力

供給体制を実現することができます。平常時は再エネ電力の効率利用によりエネルギーの地産地消が促進

され、さらに大規模停電などの非常時には自立運転機能で電力の自給自足を行うことができるため、地域の

災害レジリエンス強化にも繋がります。 

 

運用開始式典では、中部電力

開発担当者によるマイクログリッ

ド概要説明の後、川路まちづくり

委員会会長、飯田市長、中部電

力電力技術研究所長、中部地

方環境事務所長の４名によるテ

ープカットが行われ、地元の川

路保育園の園児によるダンスも

披露されました。また、式典終了

後には現地視察が行われ、メガ

ソーラーいいだに隣接する蓄電

池などの見学が行われました。 

 

 

  

令和７年度には災害等による大規模停電

発生時を想定したフィールド試験の実施を

行う予定です。また、庁内各部署や地域住

民と地域での活用方法を検討し、実際の災

害発生時に最大限効果を発揮できるよう、

体制構築を進めていきます。 

 

 飯田市では、これからも脱炭素化の取組

を通じた地域の課題解決に向け、積極的に

施策を展開していきます。 

 

▼テープカットの様子 
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ゴール１ 健康で快適な生活環境を維持しよう 
大気、水、土壌等を良好に維持し、健康で快適な生活環境を維持向上させます。住宅や土地の管理不全や鳥獣

害による生活環境の悪化を防止します。 

おおむね目標とする基準を継続して達成できました。環境汚染に関する通報の主な内容は、草木の野焼きに

関するものです。引き続き、事前に近所の住民とコミュニケーションをとり、風向きや時間帯を考慮していただく

など煙や臭いが住宅地へ流れないよう指導をしていきます。 

 

施策の状況等 

◎：目標以上の達成 ○：目標達成 △：目標未達成だが上昇傾向 ×：目標未達成で横ばいまたは下降傾向 

指標 
基準年 

令和元年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

令和６年度 

実績値 

令和６年度 

目標値 

達成 

状況 

河川のＢＯＤ1の環境

基準値達成率 
100% 100% 100% 100% 100％ 100%継続 ○ 

松川中流域及び野

底川の水質階級（水

質階級Ｉの生物指標

の割合） 

レベルⅠ レベルⅠ レベルⅠ レベルⅠ レベルⅠ レベルⅠ継続 ○ 

騒音の環境基準値

達成率 
80% 80% 90% 90% 90％ 90% ○ 

悪臭の防止目標の

基準値達成率 
100% 100% 100% 87.5% 87.5％ 100%継続 × 

有害物質の現状と

動向（重大な影響の

有無）  

注意報無し 注意報無し 注意報無し 注意報無し 注意報無し 注意報無し継続 ○ 

環境汚染に関する通

報件数 
年間 107件 年間 93件 年間 62件 年間 59件 年間 65件 年間 90件 ◎ 

※微小粒子状物質（PM2.52）の測定値 

これについては、外的要因が大きいため本指標とはせず、環境レポートで環境基準値との比較を報告することと

します。※一年遅れの数値となります。 

環境基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
達成 

状況 

1年平均値が 15μg/㎥以

下であり、かつ、1⽇平均値

が 35μg/㎥以下である

こと。 

１年平均値：8.0μg 

１日平均値：17.6μg 

１年平均値：8.２μg 

１日平均値：1９.２μg 

１年平均値：8.３μg 

１日平均値：17.８μg 
― ◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 BOD:生物化学的酸素要求量（Biochemical oxygen demand）。水中の有機物などの量を、その酸化分解のために微生物が必要とす

る酸素の量で表したもので、値が大きいほど、その水質は悪いという指標となる。 
2 ＰＭ2.5:大気中に浮遊している直径 2.5 ㎛(マイクロメートル)以下のきわめて小さな粒子。成分は炭素成分、硝酸塩、硫酸塩、ケイ素やナト

リウム、アルミニウムなど様々。 
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ターゲット 1-1 大気環境の良好な維持 

大気環境は良好に保たれ、大気汚染による生活環境や健康への影響は発生しない取組を推進します。 

■大気測定を行いその結果を周知する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

リニア中央新幹線の工事現場付近の大気環境測

定を長野県に依頼して行い、結果を該当地区住民

に周知しました。二酸化硫黄、窒素酸化物、光化学

オキシダント、炭化水素、浮遊粒子状物質、微小粒

子状物質、一酸化炭素の７種類を測定しましたが、

いずれについても良好な生活環境が保たれている

旨の数値となっています。 

引き続き、県に依頼してリニア中央新幹線の工事

現場付近等の大気環境測定を行い、付近の住民へ

結果の周知を行います。結果が環境基準を超過し

人体への影響が懸念される場合は、速やかに情報

提供を行い、対策を講じます。 

 

ターゲット 1-2 水質の維持と川に親しむ活動の推進 

水質の安全が確認され、きれいな川が市民のふれあいと憩いの場所となる取組を推進します。 

■水質測定等により水質汚濁防止への啓発を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

 市内河川の水質検査を７１河川の７９地点で実施

し、測定結果を公式ウェブサイト等で周知しました

（主要河川は４４か所を測定し、評価）。 

測定項目はｐH、BOD、SS、大腸菌群数等７項目

の生活環境項目及びカドミウム、全シアン、鉛、六価

クロム等１２項目の健康項目で、環境基準類型指定

のある４河川（松川、阿智川、上村川、遠山川）につ

いては年４回、その他の河川については年１回の測

定を行いました。いずれの河川も代表的な汚染を表

す指標ＢＯＤの数値は目標である環境基準の数値を

下回っており、総合的な評価でも環境基準の類型Ａ

以上であり、市内の河川はきれいな状態と言える結

果となっています。 

引き続き、主要河川の水質調査の実施とその結

果を公表していきます。 

また、異常値が見られた場合には、長野県その他

の関係機関と連携して原因の追究と事態の改善に

努めます。 

■水生生物観察会等を通じきれいな水の重要性を啓発する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

例年、環境チェッカー（環境調査員）らの市民が、

当市の主要河川である松川で水生生物観察会を行

い、そこに生息する生物（指標生物）の種類による水

質の判定を実施しています。 

令和６年度は７月に松川で実施し、１８名が参加し

ました。水質階級Ｉに属する生物が多数捕獲でき、き

れいな河川であることが確認できました。 

引き続き、主要河川での水生生物観察会を実施

し、水生生物による水質検査を通じて、身の回りの

水質の状況及び良好な水質を維持することの大切

さを学ぶ機会としていきます。 
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■下水道接続・合併浄化槽設置の啓発を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

未水洗化世帯に対し、水洗化促進訪問（集合処理

１１３世帯・個別処理８７世帯）及び水洗化についての

アンケート（集合処理１８９世帯・個別処理１０３世帯）

を実施しました。アンケートでは３６％の世帯（集合処

理６５世帯・個別処理４２世帯）から回答があり、潜在

的な水洗化への意向や水洗化の障害となる要因を

把握しました。 

また、広報いいだでの啓発も行いました。 

引き続き促進訪問やアンケートを実施しますが、

空き家や住宅地での窃盗や強盗の報道が頻発し、

職員の訪問による声掛けが難しくなっています。 

水洗化だけでなく排水処理による水環境の改善

について、ＳＮＳを利用した積極的なＰＲ活動も検討

していきます。 

■井戸水検査を斡旋する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

自家用地下水（井戸水）を所有する市民に、その

水質検査を行うようあっせんし、その結果２７２件の

検査が実施されました。検査の結果不適合の度合い

が大きなものは見られませんでした。 

引き続き、井戸水検査のあっせんを行います。不

適合の値が大きかったり、２年連続で不適合となっ

たりした場合は、別途市がモニタリングを行います。 

■上下水道の水質維持に努め、公衆衛生の向上を図る。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

建設年度が古い水道施設４１施設において、劣化

度調査及び中性化試験を行い施設の劣化度進捗状

況を確認しました。 

水道ビジョンにおける「安全で良質な水道水質の

確保」の目標値を達成し、良質な水道水を提供でき

ました。 

水道水源の取水口における有機フッ素化合物、Ｐ

ＦＯＳ、ＰＦＯＡの水質検査を実施し、濃度を把握しま

した。また、厚生労働省へ報告するとともに、検査結

果を市ウェブサイトで公表しました。 

未水洗化世帯へ水洗化促進訪問、水洗化につい

てのアンケートを未水洗化世帯に実施したほか、広

報いいだでの啓発、適切な下水道使用についての

注意喚起のチラシの配布を行いました。 

また下水道や合併処理浄化槽に関連する様々な

会議の場でも、下水道や合併処理浄化槽の適切な

使用、雨水貯留浸透施設の設置について説明を行

いました。 

施設の劣化度調査及び中性化試験をもとに建設

改良計画の見直しを行います。 

水道事業経営戦略に基づき、着実に施設の更新

を行う必要があります。 

飯田市水道水質検査計画に基づき、適切に水質

検査を実施します。 

有機フッ素化合物、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが令和８年４

月１日から水質管理目標設定項目から水質基準項

目に見直されることをうけて、飯田市水道水質検査

計画を見直します。 

ＳＮＳを利用し、水洗化だけでなく排水処理による

水環境の改善について、積極的なＰＲ活動も検討し

ていきます。 

 

ターゲット 1-3 騒音・振動被害の除去 

騒音や振動などに起因する健康や生活への被害がなく、生活環境が良好に保たれる取組を推進します。 

■騒音測定等により騒音・振動被害の除去への啓発を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

幹線道路等の騒音測定を１０か所（住居地域、商

業地域など用途地域６か所、幹線道路沿線３か所、

高速道路沿線１か所）で実施しました。１０か所のう

ち、９か所で環境基準の値を達成しましたが、１か所

ではわずかに目標値を上回りました。 

引き続き、騒音の定点観測を行い、測定結果を市

民へ周知してまいります。 

市民から騒音・振動について通報が寄せられた場

合は、原因の究明と対策を行い、原因者に対して適

切な指導を行います。 
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ターゲット 1-4 臭気被害の低減 

周辺への配慮により、悪臭の発生が少なく、生活環境が良好に保たれる取組を推進します。 

■臭気測定等により悪臭発生防止への啓発を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

市内８か所（住居地域、商業地域など用途地域ご

とに選定した６か所及び特定の事業所付近で選定し

た２か所）で臭気を測定しました。８か所のうち、７か

所で目標である悪臭防止法の規制基準の臭気指数

（人間の嗅覚による匂いの強さを示した数値）を下回

りましたが、１か所で基準を上回りました。基準超過

箇所については、測定結果の報告及び事業者による

改善により、以後の苦情は寄せられていません。 

引き続き臭気測定を実施し、基準値を上回る場合

には、原因を調査し、必要に応じ関係機関と連携又

は関係者の協力を求めるなどして状況の改善に努

めます。 

 

ターゲット 1-5 有害物質被害の除去 

有害物質（放射線など）に起因する被害がない安全安心な生活環境が保たれる取組を推進します。 

■有害物質測定等により、放射線など有害物質被害除去への啓発を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

放射線の影響などが懸念される場合は、放射線

測定器の貸出や相談に乗るなどの対応により、不安

の解消に努めることとしています。令和６年度は有害

物質に関連した相談はありませんでした。 

放射線の影響などが懸念される場合は、放射線

測定器の貸出を行うなどのほか、長野県等関係機

関と連携して、速やかで適切な対応に努めます。 

 

ターゲット 1-6 生活環境の悪化防止 

病害虫や野生動物等による被害の見られない生活環境が良好に保たれる取組を推進します。 

■病害虫・野生動物等の被害の削減取組を支援する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

アメリカシロヒトリの防除について、公共用地の駆

除の場合は住民組織に対し、防除噴霧器の貸与及

び薬剤の提供を行い、地域の共同防除を支援しまし

た。 

野良猫のふん尿被害等の問題への取組として、猫

の不妊去勢手術に対する補助を行いました。また、

その施策財源としてクラウドファンディングを実施し、

１９３,０００円の寄附をいただきました。広報及びウェ

ブサイトへ野良猫の扱い方や避妊去勢についてのお

知らせを掲載しました。 

松くい虫については、天龍峡、風越山麓公園等の

重点地域を中心とした保全すべき松林を対象に、伐

倒駆除（破砕・くん蒸）、薬剤地上散布(１８.９４ha)、

樹幹注入等を行い、マツ枯れ及びナラ枯れ被害の防

止を図りました。 

人工林等におけるカモシカの食害被害の拡大を

防止するため、県の許可に基づき上村・南信濃地域

で個体数調整を行いました。 

地域で取り組む病害虫防除活動を引き続き支援

します。 

野良猫問題については、不妊去勢手術の促進や

猫の適正飼育についての市民啓発を行います。ま

た、引き続きクラウドファンディングを実施し、野良猫

問題に対する地域猫活動などの理解を求め、支援

財源の確保に努めます。 

松くい虫については、重点区域に事業を導入し、

被害拡大を防止します。 

 有害鳥獣対策については、銃器による捕獲許可者

の減少と高齢化が進んでいます。新規狩猟者を確

保するため、飯田市連合猟友会および飯伊連合猟

友会の活動を支援します。 
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■感染症への対策を図る。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

新型コロナウイルス等の感染症対策について適切

な情報発信を行いました。 

乳幼児健診、成人健診等の各種健診会場におい

ては、感染予防ガイドラインに従い手指消毒の実施、

マスク・手袋等の着用、スタッフの体調管理などを行

いました。特に感染症流行期においては、感染情報

を注視しガイドラインに沿った対応を徹底しました。 

引き続き基本的な感染症対策の実施とその啓発

に努めます。また、感染状況に応じた対策を行いま

す。 
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ゴール２ 次世代に引き継ぐ美しい田園都市空間をつくろう 
緑化の推進と水や緑に親しむことができる潤いと安らぎのある都市環境を創造するとともに、自然環境と一体と

なった美しい自然景観の保全、地域の歴史的文化的な特性を生かした田園及び都市景観を形成します。 

ポイ捨てに対する市民の意識が高まり、ごみゼロ運動での回収量を大幅に減らすことができました。水辺等

美化活動の参加世帯数は減少傾向にあるため、改善に向けまちづくり協議会と協力し検討していきます。 

 

施策の状況等 

◎：目標以上の達成 ○：目標達成 △：目標未達成だが上昇傾向 ×：目標未達成で横ばいまたは下降傾向 

指標 
基準年 

令和元年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

令和６年度 

実績値 

令和６年度 

目標値 

達成 

状況 

地域景観計画の策定

及び見直しに取り組

んでいる数 

- ４地区 ８地区 11地区 15地区 13地区 ◎ 

水辺等美化活動に参

加した世帯の割合 
67.9% 56.2% 60.0% 59.5% 55.1％ 70% × 

ごみゼロ運動で回収

したごみの量（缶・瓶・

ペットボトルの本数） 

21,239本 13,507本 13,517本 12,768本 11,845本 17,000本 ◎ 

 

ターゲット 2-1 街路樹・公園などの適切な管理 

街路樹や公園などの適切な管理を行い、景観の保全に努めます。 

■街路樹・公園などの適切な管理に努める。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

街路樹、都市公園、その他公園における樹木の整

枝、剪定、病害虫駆除を実施しました。また公園では

老朽化した遊具、トイレ等の公園施設の修繕・補修

工事を適宜実施しました。 

地域住民により構成される愛護会が行う公園又

は街路樹の除草作業、落ち葉の清掃等の維持管理

活動に対し、当該活動に要する費用や物資の支援を

行いました。 

公園の樹木や街路樹の生長に伴う高木化により、

剪定や支障枝の整枝に手間を要するようになってい

ますが、引き続き、毎年の剪定を計画的に実施し、適

正な樹形を維持するように努めます。 

また、地域住民による街路樹や公園の環境美化

活動を引き続き支援します。 
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ターゲット 2-2 地域における環境美化活動の推進 

地域による環境美化活動を推進します。 

■地域の環境美化活動を支援する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

ごみゼロ運動実施の呼びかけを行いました。「春

のごみゼロ運動」は５月２６日を中心に、「秋のごみゼ

ロ運動」は１１月１０日を中心に地区ごと実施し、延べ

２８,３１５人の市民の皆さんが参加しました。 

全市一斉の水辺等美化活動を呼びかけ、保険加

入、必要な車両の借上げ費用の補助などの支援を

行いました。全市で１３,５５６人が活動に参加しまし

た。 

各地区のまちづくり委員会等が実施する環境美

化活動に対し、１４件２０８万円余の環境美化推進補

助金を交付しました。 

引き続き、地域での公共的空間における環境美化

活動を支援します。 

ごみゼロ運動、水辺等美化活動等の取組へ多く

の市民が参加できるように呼びかけを行っていきま

す。 

 

ターゲット 2-3 地域独自の景観育成の推進 

地域住民の参加によって、ランドスケープデザイン3の視点に立った地域景観計画の策定を進めるなど、地域が

主体的に行う景観育成の取組を推進します。 

■地域独自の景観計画づくりの支援を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

地域の特性や個性に応じた土地利用及び景観に

関する検討を４地区で行い、地域独自の計画の見直

し等に向けた勉強会などの支援を行いました。 

引き続き地域の取組の支援を行い、必要な土地

利用又は景観のルールづくりに取り組むなど地域独

自の景観計画の作成を支援します。 

■地域の景観育成の支援を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

地域の特性や個性に応じた土地利用及び景観に

関する検討を４地区で行い、地域独自の計画の見直

し等に向けた勉強会などの支援を行いました。（再

掲） 

引き続き地域の取組の支援を行い、必要な土地

利用又は景観のルールづくりなどに取り組みます。 

 

ターゲット 2-4 環境配慮型工法の推進 

環境に配慮した工法による改修・開発工事を進めます。 

■環境配慮型工事を推進する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

西の原団地建替事業において、外壁の断熱性能

やサッシの仕様向上、太陽光発電を利用した外灯の

採用を行い、環境に配慮した工事を進めました。 

西の原団地の集会所建設及び駐車場整備工事に

て環境配慮型工事を実施するとともに、今後着手す

る大堤団地建替事業においても、環境に配慮した計

画とし、環境調整会議や地域への説明を経て事業を

進めます。 

 

 

 
3 ランドスケープデザイン：地域の歴史的、自然的価値観を活かした景観デザイン。 
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ターゲット 2-５ 空き家・耕作放棄地対策の推進 

管理不全の空き家や、耕作放棄地、放置された竹藪等の対策に取り組みます。 

■空き家対策に取り組む。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に

伴い、「飯田市空き家等対策計画第２回改定」を策

定しました。本計画に基づき、広報いいだや出前講

座による空き家に対する意識啓発、空き家バンク制

度による空き家の活用促進、管理不全な空き家の所

有者に対する情報提供や助言・指導による適正管理

の働きかけを行いました。 

空き家は年々増加傾向にあり、空き家の適切な管

理や活用が一層求められます。空き家対策について

は、管理不全な空き家への対策だけではなく、居住

している段階からの総合的な対応が必要です。空き

家化の予防、活用・流通の促進、管理不全対策、跡

地利用の促進など、地域や事業者と連携しながら、

空き家を増やさない取組を進めていきます。 

■耕作放棄地・放置竹林等対策に取り組む。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

市内１９地区において、耕作放棄地対策につなが

る地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）を策

定しました。 

耕作者のいない農地については、農地中間管理

事業や飯田市農地バンクにより、担い手とのマッチ

ングを行いました。 

また、飯田市農業振興センター交付金により、遊

休農地の再生整備や農作物の栽培を支援しました。 

農地中間管理事業や飯田市農地バンクによる担

い手とのマッチングを継続します。 

また、飯田市農業振興センターによる遊休農地の

再生整備等の支援を継続します。 

 

ターゲット 2-6 ポイ捨て防止の推進 

「飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例」に基づき、ポイ捨て防止に取り組み、より良い環境

づくりを推進します。 

■ポイ捨て防止対策に取り組む。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

環境美化指導員を配置し、年間を通じて巡視活

動を行いました。 

各地区単位に不法投棄パトロール員を委嘱し、不

法投棄防止重点区域を中心に月２回程度のパトロ

ールを行っていただきました。 

飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する

市民条例について、ごみリサイクルカレンダーに掲示

し、不法投棄防止の周知・啓発に努めました。 

引き続き環境美化指導員による巡視活動を行う

ほか、地区のパトロール員と連携し、市内で発生す

る不法投棄案件に対応していきます。 

また、地元が行う不法投棄対策の支援として、特

にポイ捨てをしやすい場所には啓発看板の設置や防

護柵、見通しの良くなるような環境整備など地区の

住民と協力した取組を引き続き行います。 

警察とも連携し、機会を捉えて対象者を特定し指

導を行うなどの取組を行っていきます。 

■海洋プラスチック対策の啓発を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

関係機関から提供されるポスターやチラシ等で、

市民への啓発を行いました。 

市民への啓発に加えて、県のスマートプラスチック

運動と連携して、事業者への啓発に協力します。 
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ゴール３ ３Ｒに取り組み循環型社会を築こう 
ごみを作らない（Reduce）、再使用する（Reuse）、原料として再資源化する（Recycle）、３つのＲに取り組ん

で、環境負荷の少ない循環型の社会を築きます。 

市民一人あたりが１日に排出するごみの量は減少傾向にあり、目標値を達成することができました。一方で

燃やすごみや埋立ごみの中には資源化できるものが多く混在しているため、分別の徹底をさらに推進していく

必要があります。 

 

施策の状況等 

◎：目標以上の達成 ○：目標達成 △：目標未達成だが上昇傾向 ×：目標未達成で横ばいまたは下降傾向 

指標 
基準年 

令和元年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

令和６年度 

実績値 

令和６年度 

目標値 

達成 

状況 

市民一人あたりが１日

に排出するごみの量

(家庭系一般廃棄物) 

579.9g  583.5ｇ 580.7ｇ 548.9ｇ 546.6ｇ 552.3g ◎ 

燃やすごみの組成調査の結果 

 ・資源化できる紙

の割合 
5.1％ 2.8% 5.8% 4.3% 11.0％ 3.0％ × 

・資源化できるプ

ラスチック製容器

包装の割合 

4.0％ 5.5% 4.4% 2.8% 4.0％ 2.0％ × 

埋立ごみの組成調査

の結果、資源化できる

ガラスびんの割合 

19.5％ 16.1% 20.3% 16.4% 25.1％ 10.0％ × 

 

ターゲット 3-1 リデュース（発生抑制）の推進 

ごみを作らない生活様式に取り組みます。 

■ごみのリデュース(発生抑制)の啓発 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

燃やすごみ削減キャンペーンにおいては特に生ご

みの削減に力を入れ、「生ごみ出しません袋」を先着

１,０００世帯に３０枚ずつ配布し、市民の積極的な生

ごみ削減や食品ロス削減の啓発につなげました。 

また、生ごみ処理機のお試しレンタルを実施し、処

理機の導入メリットや購入補助制度について周知し

ました。３８１件７８０万円余の購入補助を行い、前年

度に比べて大幅な機器の導入の促進がなされまし

た。 

エシカル消費4、食品ロス削減をテーマにした出前

講座を実施しました。（１５回３５２名受講） 

「エシカッパブース」をイベントなどで出展し、主に

親子を対象に「うんこドリル」やクイズなどで食品ロ

スを学ぶ機会を提供しました。 

引き続き、生ごみ処理機器購入への補助金を交

付することで、市民の生ごみ削減の支援をしていき

ます。また、関係機関や関係部署とも連携して、食品

ロス削減の意識啓発から、ごみの発生抑制につなげ

ていく必要があります。 

出前講座やイベント出展によるエシカル消費の啓

発を引き続き行います。 

 

 

 
4 エシカル消費：人や社会・環境に配慮した消費行動。 
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ターゲット 3-2 リユース（再使用）の推進 

ものを繰り返し使う生活に取り組みます。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

古着についてはリユース又はリサイクルするため、

ボランティア団体と飯田市との協働で対象地区を設

け、年２回の回収事業を行いました。 

 ごみリサイクルカレンダー、ごみ出しガイドブック等

の作成及び配布による継続した広報活動に加え、ス

マートフォン等を媒体としたごみ分別促進アプリ「さ

んあ～る」を活用した啓発活動を行いました。（アプ

リダウンロード数：令和６年末時点７,６６８件） 

古着のリユースについては、回収場所や古着の品

質及び保管する場所等の確保等が課題となってお

り、継続的な回収体制の構築に向けた課題解決方

法を検討していく必要があります。 

また、リユースの取組推進については、引き続き

様々な広報の機会を利用して意識啓発をしていく必

要があります。 

 

ターゲット 3-3 リサイクル（再資源化）の推進 

捨てられるものを原料として再資源化します。 

■分別の徹底、周知啓発 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

ごみリサイクルカレンダー、ごみ出しガイドブック

等の継続した広報活動に加え、市広報の特集記事

や、スマートフォン等を媒体としたごみ分別促進アプ

リ「さんあ～る」も活用し啓発活動を行いました。 

燃やすごみ削減キャンペーンを行う中、新聞折込

広告で、家庭で日常的に取り組んでほしいリサイク

ルの方法等をＰＲしました。 

燃やすごみや埋立ごみの組成調査を行い、再資

源化できるものがごみとして捨てられているという

結果をまちづくり委員会と協力して各地区で周知

し、分別の徹底を呼びかけました。また、まちづくり

委員会による環境学習会等の機会においても分別

の徹底を呼びかけました。 

継続的な周知による意識啓発が必要であるため、

引き続き様々な広報の機会を通じて、分別の徹底を

呼びかけます。また、燃やすごみに混入される雑紙に

ついては、分別啓発袋の各戸配布を通じて、意識啓

発を図ります。埋立ごみに混入されているガラスび

んについては、リサイクルステーション以外での回収

可能性についても検討していく必要があります。 

ペットボトルの水平リサイクルを通じて、再資源化

の見える化から、ペットボトルの分別意識の向上につ

なげていきます。 

■再資源化の支援 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

まちづくり委員会等に委託し、リサイクルステーシ

ョンでガラスびん、ペットボトルの回収を行いました。 

家庭から出る使用済み蛍光管は、回収協力店を

通じ回収を行いました。 

古着についてはリユース又はリサイクルするため、

ボランティア団体と飯田市との協働で地区を限定し

て年２回、回収事業を行いました。（３-２再掲） 

小中学校の資源回収事業についてのべ２１団体に

対し、補助金により支援を行いました。 

ガラスびん、ペットボトル等については、再資源化

に求められる資源としての品質に沿うよう、市民の

皆さんに分別基準を周知し、適正な排出をお願いし

ていきます。  

古着のリユースについては、回収場所や古着の品

質及び保管する場所等の確保等が課題となってお

り、継続的な回収体制の構築に向けた課題解決方

法を検討していく必要があります。（３-２再掲） 

資源物回収団体への補助金支援により、住民の

自主的な活動参加を促し、環境意識やリサイクル意

識の向上につなげます。 
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ターゲット 3-4 製品プラスチック資源化の研究 

製品プラスチックの資源化に向けて研究します。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

製品プラスチックの再資源化に取り組みました。 

また、製品プラスチックの再資源化を推進するた

めに、地区の環境学習会等を通じて資源化への協

力を呼びかけました。 

引き続き、市民が製品プラスチックの分別に取り

組んでいただくよう環境学習会や環境イベントを通

じて周知を行います。 

 

ターゲット 3-5 廃棄物処理施設の適正管理 

焼却施設や最終処分場を適正に管理します。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

最終処分場において、埋立ごみは適正に処理さ

れ、放流水にも問題はありませんでした。最終処分

場埋立量は令和６年度末で計画量の４９.９％となり

ました。年間受入量は８１２ｔ（火災ごみ、焼却灰を除

く）で、前年比１.３％の減でした。 

埋立ごみの適切な処理を行い、施設からの放流

水については環境基準に適合したものとするため、

引き続き水処理施設の管理徹底を図ります。 
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ゴール４ 豊かな自然を守り育もう  
自然と人との共生により、生物多様性を維持し、森林、農地、水辺地などを適切に管理することで自然を豊かに

します。 

自然観察会の参加人数が大幅に増えた一方、自然とのふれあいを持ったことがある市民の割合が減少して

います。大自然での活動体験だけでなく、日常の何気ない緑との関わりまで、より身近に感じるよう引き続き啓

発・学習活動を進めていきます。 

 

施策の状況等 

◎：目標以上の達成 ○：目標達成 △：目標未達成だが上昇傾向 ×：目標未達成で横ばいまたは下降傾向 

指標 
基準年 

令和元年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

令和６年度 

実績値 

令和６年度 

目標値 

達成 

状況 

自然とのふれあいを持

ったことのある市民の

割合 

57.5% 48.5% 45.6% 50.1% 47.8％ 65.0% × 

自然観察会への参加

人数 
15人 73人 73人 87人 89人 50人 ◎ 

森林面積 40,362ha 40,362ha 40,334ha 40,334ha 40,334ha 40,362ha × 

森林で行う間伐面積

のうち搬出間伐面積 
55.23ha 40ha 28ha 66ha 28.69ha 110.0ha × 

森林で行う間伐面積

のうち搬出間伐面積

の割合 

18.8％ 21.05% 28.28% 50.0% 23.82％ 37.0％ × 

ユネスコエコパークエ

リア内のニホンジカ駆

除数 

1,011頭 1,005頭 836頭 746頭 715頭 850頭 × 

多面的機能支払交付

金の取組面積 
376ha 365.8ha 365.5ha 338.6ha 338.6ha 340ha × 

中山間地域等直接支

払交付金の取組面積 
206ha 192.4ha 203.1ha 207.6ha 209.2ha 191ha ◎ 

環境保全型農業直接

支払交付金の取組面

積 

0.3ha 0.0ha 0.0ha 0.0ha 0.0ha 1.5ha × 
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ターゲット 4-1 生物多様性の維持 

多様な生物が生息する当市の特徴を理解し、その価値を守るための取組を行います。 

■生物多様性の重要さを啓発する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

６５名の環境チェッカーによる、生物の出現や活動

の時期の調査報告を取りまとめました。飯田市美術

博物館の学芸員に結果の分析を依頼し、３月の学習

会（環境チェッカー中間報告会）の場で考察と合わ

せて解説をしていただきました。 

撮影した生物の品種名がＡＩでわかるスマートフォ

ンアプリ「Ｂｉｏｍｅ（バイオーム）」を使用した市民参加

型生物調査「いきもの大調査ｉｎいいだ」を実施しま

した。１５５人の参加者から１６６０件の生物写真の投

稿がありました。生物への新たな親しみ方が生まれ、

参加者から大きな反響を得ることができました。 

継続的に環境チェッカーの活動を推進し、活動結

果を広報等で広く周知することで、市民に当市の動

植物、昆虫等多様な生物への関心を広げていきま

す。 

また、引き続きスマートフォンアプリを利用した「い

きもの大調査ｉｎいいだ」を実施します。誰もがどこで

も手軽に生物の存在が親しめるこの事業を通じ、よ

り多くの市民が広く生物への関心を高めます。 

当市の生物多様性保全戦略を検討・策定するた

め「ネイチャーポジティブ生物調査」を行います。基

礎的な当市の生物生息実態を調査し、将来どのよう

に飯田市の生物多様性を保全していくべきかを検討

します。 

 

ターゲット 4-2 希少生物の保護、外来生物の駆除 

希少動植物・絶滅が危惧されている生物の保護に努めるとともに、有害鳥獣や外来種の駆除に努めます。 

■希少生物保護対策に取り組む。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

企業の生物多様性保護の取組（絶滅危惧種ヤ

マユリ及びサツキの保護、増殖に係る活動）に係る

取組の支援を行いました。 

 「いきもの大調査ｉｎいいだ」によって、多数の希

少種の情報が市民から寄せられました。 

松川水環境保全協議会主催で、松川河川敷で

のアレチウリ駆除活動を行いました。 

市主催の一定規模の開発行為については、計画

段階で希少種生息調査を行い、発見された場合は

移植等の措置を図るよう徹底しました。 

鳥獣被害対策実施隊員の有害鳥獣捕獲講習負

担金等を支援し、シカ等の鳥獣捕獲を適切に行う

ことで、事業者の生産意欲等の低下防止に努めま

した。 

「いきもの大調査ｉｎいいだ」にて、希少種の積極的

な投稿を促し、情報を蓄積します。 

 「ネイチャーポジティブ生物調査」を実施し、希少種

の確実な情報を集め、生物多様性保全戦略に役立て

ます。 

企業の生物多様性保護の取組に係る支援を行いま

す。 

開発的な行為については、希少動植物の生育状況

について、専門家の意見を求め、実施主体に配慮を求

めていきます。また県や国の関係部署、環境団体など

と連携し、広域的な視点からの希少生物の保護や生

息環境の保全に取り組みます。 

アレチウリ駆除を行うほか、ウェブサイトに特定外来

生物の注意事項を掲載し、周知をはかります。 

有害鳥獣保護活動を効率的かつ効果的に行うた

め、鳥獣被害対策実施隊員の活動を支援します。 
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ターゲット 4-3 森林保全の促進 

緑の主体であり環境にとって多面的に良好な機能を保有する森林の保全や、新たな活用、担い手づくりを促進

します。 

■森林保全の取組を推進する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

民間が行う森林整備について、国県の補助金に

加えて市独自の補助を行うことで森林整備を支援し

ました。また、未利用材(林地残材)の搬出を支援す

ることで、木材チップ、バイオマス等への活用に繋げ

ました。 

架線集材に対する支援策を検討するための調査・

検証を行い、林地残材の解消や木材を余すところな

く活用する取組を進めました。 

豊川水源基金による整備や分収造林契約に基づ

く整備を行いました。 

林業従事者数の高齢化、後継者不足による山林

放棄等が課題となっており、森林に対する市民の関

心を高め、森林整備から森林の活用に推進していく

必要があります。 

引き続き森林整備を行うための補助金を交付す

るほか、意向調査結果（詳細調査）をもとに、森林整

備の団地化を図り整備します。また、未利用材(林地

残材)の搬出支援や、架線集材支援策を確立するた

めの制度の検討を行います。 

市有林を健全な森林として保全していくため、豊

川水源基金による整備や分収造林契約に基づく整

備を行います。 

■森林の担い手づくりを促進する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

いいだ親林学校の開催により、森林・林業に興味

を持ってもらう機会にすることができました。飯田き

こり養成塾の実施により、「自伐林家（自伐型林業従

事者）」など、森林整備を担う人材の育成を行いまし

た。 

「こどもエコ講座」で、市内小学生を対象にツリー

クライミング教室を開催し、楽しみながら森林への理

解を深め、担い手づくりにつなげました。 

林業の担い手は近年わずかに増えていますが、後

継者不足、技術の承継問題といった課題解決には

至っていないため、いいだ親林学校、未来のモリビト

育成講座を通じ、林業に関心を持つ人材の発掘、人

材確保につなげます。また、自伐林家育成のため、

飯田きこり養成塾を実施します。 

「こどもエコ講座」のツリークライミング教室は、毎

回多くの方にご参加いただき好評であるため、次年

度以降も引き続き開催を検討し、森林と触れ合いな

がら環境について考える機会を創出します。 

■木材、特に地域産材の利用を推進する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

飯田市産材を一定の割合以上使用して、住宅を

新築又はリフォームした場合に、飯田市産材活用を

表示した建築主や施工した工務店・設計事務所・に

対して補助金を交付し、木材自給率の向上を図りま

した。また、住宅以外の建築物に対しても補助を拡

大し、飯田市産材の利用拡大を図りました。 

補助制度について、木材店や工務店、設計事務

所等に周知を行うことで、市産材の利用意識を啓発

しました。 

引き続き飯田版ＺＥＨなどの個人住宅をはじめ、

民間建築物への市産材活用に対する支援やＰＲ活

動を進めます。 

市産材による材料支給などを進め、公共施設等で

の市産材の利用拡大を図ります。 

■有害鳥獣対策を推進する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

鳥獣被害対策実施隊員の有害鳥獣捕獲講習負

担金等を支援し、シカ等の鳥獣捕獲を適切に行うこ

とで、事業者の生産意欲等の低下防止に努めまし

た。（４-２再掲） 

有害鳥獣保護活動を効率的かつ効果的に行うた

め、鳥獣被害対策実施隊員の活動を支援します。（４

-２再掲） 
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ターゲット 4-4 農地の保全・活用の促進 

農業の有する多面的機能を、多様な担い手により維持します。 

■農地の保全・活用の促進に取り組む。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

新規就農者に対する「新規就農者支援事業」、農

業者に対する「意欲ある農業者支援事業」により、農

地の保全・活用を促進しました。 

急傾斜地など農業生産の不利な地域において農

業生産活動を継続する２０の集落協定に対して「中

山間地域等直接支払交付金」を交付し、活動を支援

しました。また、農地の維持や保全を目的として、農

道や水路等の維持や保全活動を行う１０の活動組織

に対して「多面的機能支払交付金」を交付し、活動を

支援しました。 

「農業経営セミナー＆農業の担い手と語る会」で

は農業者との意見交換会を実施しました。 

農地の利用拡大を推進するために、意欲ある農業

者や新規農業者を引き続き支援します。 

農道や農業用水路を守っていく制度である「中山

間地域等直接支払制度・多面的機能支払制度」を

周知するため、広報活動を進めます。また、新規組

織に対しては制度説明会の開催などによりその設立

を支援します。  

 

ターゲット 4-5 エコパーク・ジオパークの魅力発信 

南アルプスユネスコエコパーク、日本ジオパークの魅力を発信し、後世に伝えます。 

■南アルプスユネスコエコパーク、日本ジオパークの魅力を伝える取組を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

南アルプスユネスコエコパークの構成１０市町村と

連携し、南アルプスの自然資源や自然と共生する文

化の活用に取り組みました。 

南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク構成伊

那谷３市村と連携して南アルプスの大地・地質の保

全とその魅力の啓発に取り組みました。 

南アルプスエコ・ジオパークの遠山郷の魅力を伝

える講座を開催しました。 

エコパーク登録１０周年を記念し、南アルプスエコ

パーク・ジオパークフェアをイオン飯田店で開催しま

した。ジオパークエリア伊那谷３市村（伊那・大鹿・遠

山郷）の物産販売・民俗芸能発表、エコパーク１０市

町村特産品の大抽選会などを行い、多くの来場者に

南アルプスエコパークとジオパークの魅力をアピー

ルしました。 

エコパーク・ジオパーク構成自治体と連携して、南

アルプスの自然や大地、文化等の保全、啓発、活用

に努めます。 

エコパークについては「南アルプス自然環境保全

活用連携協議会」を中心に定期報告書を作成・提出

し、登録更新を行います。 

南アルプスエコパーク・ジオパークフェアを継続

し、認知度向上に取り組みます。 
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ターゲット 4-6 開発行為への自然環境配慮 

開発行為に対し自然環境に配慮して行うことを推進します。 

■開発行為への自然環境配慮を行うことを啓発する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

自然環境保全地区における開発行為の届出はあ

りませんでした。 

環境調整会議には付議事業が５件あり、それぞれ

環境に与える影響を考慮し、調整すべき内容を審議

しました。 

都市計画法に規定する開発行為、リニア中央新

幹線建設に係る土地の売買などの届出等があった

際に、必要に応じ周辺の自然環境配慮を求めまし

た。 

保全地区を中心に、開発的な行為が行われる際

には、適切な届出等を行い、かつ、自然環境に配慮

した開発が行われるよう指導、啓発を推進していき

ます。 

様々な開発等に係る届出があった際には、引き続

き自然環境配慮を求めていきます。 
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ゴール５ 気候変動への対策に取り組もう 
生命、財産を将来にわたって守り、持続可能な発展をするため、２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロを目指し、

二酸化炭素の排出量の削減と気候変動に適応した生活、事業活動への転換に、協働して取り組みます。 

 再生可能エネルギー利用機器の導入が進んだ結果、ＣＯ２削減効果には上昇傾向が見られました。 

 省エネルギーについては、これまでの啓発活動に加え、排出量可視化など各事業者・個人が削減策を着実に

進められるような支援を行う必要があります。 

 

施策の状況等 

◎：目標以上の達成 ○：目標達成 △：目標未達成だが上昇傾向 ×：目標未達成で横ばいまたは下降傾向 

※以下の指標は、各種データの情報公開状況から１年遅れでの算出となります。 

指標 
基準年 

平成30年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標年 

令和６年度 

達成 

状況 

飯田市の部門別二酸化炭素排出量から森林吸収量を差し引いた全体排出量削減割合 

 ２００５年度

659,027t-CO２ 
26.2％減 32.7%減 35.3%減 3６.１%減 37.7％減 35.2％減 ― 

２０１３年度

602,211 t-CO2 
19.2%減 26.3%減 29.2%減 30.1%減 31.8％減 29.1%減  ― 

飯田市内の森林管理

による二酸化炭素の

吸収量 

95,708  

t-CO２ 

97,809 

t-CO２ 

98,947 

t-CO２ 

99,888 

t-CO２ 

100,378 

t-CO２ 

103,723 

 t-CO２ 
 ― 

１世帯当たりの二酸化

炭素平均排出量 

3.33 

t-CO２ 

3.27 

t-CO２ 

3.12 

t-CO２ 

3.27 

t-CO２ 

3.15 

t-CO２ 

2.57  

t-CO２ 

― 

 

ターゲット５-１ 省エネルギーの加速的推進 

省エネは利益を生み出したり、家計を助けたりする取組であるとの認識の下、無理なく、エネルギーを削減する

取組を推進します。 

■効率的なエネルギー利用を推進する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

環境地区懇談会を開催し、場面別に分けて省エ

ネの意識啓発を行いました。また、広報いいだの「う

ごくる。」コーナー、Ｉｎｓｔａｇｒａｍで省エネに関する取

組例を定期的に発信しました。 

 省エネの取組は電気代節約などコスト面でも有効

であることから、引き続き具体的な取組例を広く周

知し、市民・事業者への行動変容へつなげていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

指標 
基準年 

令和元年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

令和６年度 

実績値 

令和６年度 

目標値 

達成 

状況 

再生可能エネルギー

利用等による二酸化

炭素の削減量 

35,579  

t-CO２ 

37,944 

t-CO２ 

39,048 

t-CO２ 

40,227 

t-CO２ 

41,305 

t-CO２ 

48,577 

 t-CO２ 
△ 

市内の太陽光発電電

力量が一般家庭の年

間電力消費量に占め

る割合 

33.32％ 36.7% 37.8% 38.8% 39.8％ 46.41％ △ 
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■環境負荷低減活動への意識醸成 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

環境意識を高めるきっかけとするため、「うごくる

ゼミナ～ル。」で「ゼロカーボン」をテーマにカードゲ

ームを用いたワークショップ等を５回開催しました。

また、「うごくる。行動宣言」として個人や組織・地域

でできる取組を考え、身近に意識してもらう、きっか

けとなる場としました。 

ＥＶ活用実演、エシカル消費、エコドライブなど、親

子一緒に学べる「うごくる。フェア」をりんご並木歩行

者天国イベントに合わせて５回開催したほか、イオン

飯田店、川路地区や山本地区の文化祭でも開催し

ました。 

 引き続き、「うごくる。」の活動などを通して、環境負

荷低減に向けた意識啓発を行います。 

 特にエコドライブは交通事故削減にも寄与する取

組であることから、早期に多くの市民、事業者に実践

していただくことが有益です。目的を共有し、「南信

州エコドライブ１０,０００人プロジェクト」を進める飯

田脱炭素社会推進協議会と連携して取り組みます。 

 

ターゲット５-２ 脱炭素な生活様式への転換 

今までどおりの生活を送っていくことが気候変動問題につながっています。このことを一人一人が認識し、改め

て生活様式を変える具体的な行動を起こします。 

■環境負荷低減を考えた消費行動へ誘導する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

南信州環境メッセ２０２４において「エシカルシンポ

ジウム」を開催し、地元でエシカルな活動や取組をし

ている「いいだエシカル」な人の活動を知る機会を提

供しました。また、「エシカッパブース」をイベントなど

で出展し、エシカル消費啓発キャラクター「エシカッ

パ」とともに消費者の行動変容を促す啓発を実施し

ました。 

引き続き、南信州環境メッセや市内各イベントにお

いてエシカル消費実践に向けた啓発を行います。 

■移動手段の転換を促す。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

ＥＶ及びＰＨＥＶの購入に対して８件の補助を行い

ました。事業者に対しては複数台の導入を補助し、

制度利用の活性化を図りました。 

移動手段の脱炭素化に向けて重要となる EVシフ

トをイベント等で啓発することと合わせ、環境省が推

奨する、すぐに実践に移せる取組である「スマートム

ーブ」を市民に広げるため、エコドライブシミュレータ

ー体験会を７回開催し、１９３人にエコドライブの啓発

を行いました。また、ＳＮＳでノーマイカー通勤やエコ

ドライブ、公共交通機関の利用を呼びかけました。 

  ＥＶについては、引き続き購入補助を行うととも

に、災害時の非常用電源として利用できることなど

のメリットも周知し導入に向けた加速化を図ります。 

エコドライブは交通事故削減にも寄与する取組で

あることから、早期に多くの市民、事業者に実践して

いただくことが有益です。目的を共有し、「南信州エ

コドライブ１０,０００人プロジェクト」を進める飯田脱

炭素社会推進協議会と連携して取り組みます。（５-１

再掲） 

■電気などの消費エネルギーの把握を促す。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

飯田版ＺＥＨ普及促進事業補助金において、エネ

ルギー利用の見える化のための設備（HEMS）の導

入支援を行い、住宅における消費エネルギーの把握

を促しました。 

事業者の脱炭素経営実践に向けた第一歩である

ＣＯ２排出量やエネルギー使用量の可視化支援を検

討しました。 

家庭向け省エネの取組は物価高騰への対応にも

つながることから、家庭のエネルギー使用量を簡易

に把握できる「うちエコ診断」の実施を推進します。 

事業者向けにＣＯ２排出量可視化ツールを用いた

支援施策を実施します。また、その後の削減計画策

定、削減策の実施を効率的かつ着実に進めるため

の「省エネ診断」受診の有効性を訴求していきます。 
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■エコライフを取り入れた住まい方の転換を促す。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

当地域の気候風土にあった省エネ住宅である飯

田版ＺＥＨのメリットを周知し、６棟の住宅建築に対

する補助を実施しました。 

また、飯田版ＺＥＨの普及拠点であるりんご並木

のエコハウスで、講座開催やイベント出展など機会

を捉えた啓発を行いました。 

各種イベントの実施に加え、ＳＮＳ等を通じたわか

りやすい情報提供により、市民の行動変容に向けた

きっかけ作りを行っていきます。 

飯田版ＺＥＨや再生可能エネルギー機器の導入を

支援する補助制度について、さらなる制度利用の活

性化を図ります。 

■働き方の転換を促す。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

うごくるＢ。脱炭素経営セミナーを２回連続講座と

して開催し、サプライチェーンや顧客からの要請が急

速に高まりつつある脱炭素経営の必要性を、企業価

値向上、人材確保・育成の視点から訴求しました。 

事業者の脱炭素経営実践に向け、セミナー開催や

ＣＯ２排出量可視化支援、省エネ設備への更新・再

生可能エネルギー利用機器の導入に対する補助を

行います。 

■再生可能エネルギーの利用を促す。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

 飯田まちづくり電力株式会社との間で締結した「地

域のエネルギーに関する包括連携協定」に基づき、

同社から地域内企業へのＰＰＡ5による再エネ電力の

供給量が伸びており、旺盛な需要を背景に地域産再

エネ電源の調達が積極的に進められています。 

再生可能エネルギーの積極的利用に関する普及

啓発を引き続き行うとともに、より再エネ比率の高い

電気の利用に向けた研究を進めていきます。 

 

ターゲット５-３ 地域産再生可能エネルギーの創出 

再生可能エネルギーの利用拡大を目的に自ら使うエネルギーは地域で作り出します。 

■再生可能エネルギー機器の導入を支援し、自ら使うエネルギーを作ることを促す。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

太陽光発電設備２２２件及び蓄電システム２０９件

（うち同時設置１４１件）の設置、電気自動車（ＰＨＥＶ

含む）８件の購入、太陽熱温水器の設置１０件に対す

る補助を行いました。 

木質バイオマスエネルギー利用機器１３件（薪スト

ーブ９件、薪ボイラー１件、ペレットストーブ３件）の設

置に対する補助を行いました。 

小沢川小水力発電事業については、資材価格高

騰の影響で工事着手できない状況にあるため、工事

費の圧縮などの検討を行いました。 

引き続き、再生可能エネルギー機器の導入に対す

る補助を行います。 

小沢川小水力発電事業は依然として事業開始に

は至っていないため、引き続き事業化に向けた関係

者間での調整を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 PPA：電力購入契約(Power Purchase Agreement)の略。発電事業者が発電した電力を一定期間・価格で需要家（企業など）が購入

する契約。 
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■地域でエネルギーを作る支援を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

「地域公共再生可能エネルギー活用事業」として、

上村地区まちづくり委員会から申し出のあった上村

小学校及び上村公民館の屋根を活用した太陽光発

電設備による事業、上久堅地区まちづくり委員会か

ら申し出のあった上久堅小学校の屋根を活用した

太陽光発電設備による事業の２件を新たに認定しま

した。 

地域環境権条例については、FITの価格低下によ

り今までのスキームが成り立たなくあるため、自家消

費型の事業性確保や民間企業との連携等を模索

し、検討していきます。 

新たなエネルギーである信州大学グリーン水素の

利活用に向け、地域内の水素需要量や水素エネル

ギー導入の可能性を調査します。 

 

ターゲット５-４ 地域産再生可能エネルギーの活用 

エネルギー活用の新たなかたちに向けた取組を進め、エネルギーを軸に地域の活力を向上させます。 

■再生可能エネルギーの活用促進 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

 令和６年度の飯田まちづくり電力株式会社の卒ＦＩ

Ｔ及び非ＦＩＴ電源の実績は飯田下伊那地域内で３３

９か所、1,367ＭＷｈとなり、地域産再生可能エネル

ギーの普及が進みました。 

 川路地区のメガソーラーいいだを主用電源とする

既存配電系統を活用した「飯田マイクログリッド」の

構築が完了し、令和７年２月に運用を開始しました。 

再生可能エネルギー機器への補助制度による設

置誘導のほか、公共施設を中心にＰＰＡモデルによ

る太陽光発電の導入を事業者と連携し検討します。 

飯田マイクログリッドについては、自立運転機能

が正常に作動することを確認するための発動訓練を

実施し、災害時等における実動に向けた体制を構築

します。 

■地域産再生可能エネルギーを活用した事業を支援する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

「地域公共再生可能エネルギー活用事業」として、

上村地区まちづくり委員会から申し出のあった上村

小学校及び上村公民館の屋根を活用した太陽光発

電設備による事業、上久堅地区まちづくり委員会か

ら申し出のあった上久堅小学校の屋根を活用した

太陽光発電設備による事業の２件を新たに認定しま

した。（５-３再掲） 

地域環境権条例については、FITの価格低下によ

り今までのスキームが成り立たなくあるため、自家消

費型の事業性確保や民間企業との連携等を模索

し、検討していきます。（５-３再掲） 

■再生可能エネルギーを地域内外で活用する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

川路地区のメガソーラーいいだを主用電源とする

既存配電系統を活用した「飯田マイクログリッド」の

構築が完了し、令和７年２月に運用を開始しました。

（５-４再掲） 

株式会社南信州観光公社（DMO6）と連携し、農

家民泊および地域資源を活用した「南信州こだわり

の旅」やサイクルツーリズムを推進しました。 

飯田マイクログリッドについては、自立運転機能

が正常に作動することを確認するための発動訓練を

実施し、災害時等における実動に向けた体制を構築

します。（５-４再掲） 

引き続きＤＭＯと連携した「南信州こだわりの旅」

やサイクルツーリズムの推進に加え、人をキーコンテ

ンツとした「人に出会う旅」や「（仮称）青崩峠トンネル

を活用した今しか見られないインフラツーリズム」を

推進し、地域資源の魅力を発信します。 

 

 

 

 

 
6 DMO：観光地域づくり法人（Destination Marketing/Management Organization）の略。 
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ターゲット５-５ 森林整備による吸収源の確保 

計画に基づき適切に森林資源が循環するよう整備を行い、二酸化炭素吸収量を確保します。 

■計画的で適切な森林整備を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

民間が行う森林整備について、国県の補助金に

加えて市独自の補助を行うことで森林整備を支援し

ました。 

未利用材(林地残材)の搬出を支援することで、木

材チップ、バイオマス等への活用に繋げました。 

架線集材に対する支援策を検討するための調査・

検証を行い、林地残材の解消や木材を余すところな

く活用する取組を進めました。 

豊川水源基金による整備や分収造林契約に基づ

く整備を行いました。（４-３再掲） 

森林経営管理制度による森林整備が実施可能な

地域の森林現況調査、経営や管理を委託したい意

向がある地域の森林詳細調査、早期実施が可能な

地域の森林所有者への意向調査を行いました。ま

た、林政アドバイザーと集約化方針等の課題につい

て話し合う集約化会議と、森林経営管理制度等に関

する意見徴収のための個別相談会を行いました。 

森林整備や保安管理上必要な林道の開設、舗

装、改良工事を行い、木材搬出の効率化や通行の

安全確保を図りました。 

また、飯田市所管の林道（延長１６３㎞）の維持補

修工事、除草、除雪の業務、橋梁の点検補修など、

林道機能の維持及び安全管理を行うことで、森林整

備の推進及び木材搬出等の経費削減を図りました。 

引き続き森林整備を行うための補助金を交付す

るほか、意向調査結果（詳細調査）をもとに、森林整

備の団地化を図り整備します。また、未利用材(林地

残材)の搬出支援や、架線集材支援策を確立するた

めの制度の検討を行います。 

市有林を健全な森林として保全していくため、豊

川水源基金による整備や分収造林契約に基づく整

備を行います。（４-３再掲） 

林道は、山の中を通る道であるため、ゲリラ豪雨

等の影響を受けやすく、落石や倒木が多く発生して

います。道路状況について、庁内連携や自治振興セ

ンターとの情報共有によって、早期に補修していくこ

とで、林道の機能維持や森林整備の推進等を図りま

す。 

■里山を保全する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

地域で課題になっている未整備森林及び放置竹

林について、里山整備に取り組む地域活動に対し、

初期整備の実施、講師派遣等の支援を行いました。 

いいだ親林学校の開催により、森林・林業に興味

を持ってもらう機会にすることができました。飯田き

こり養成塾の実施により、「自伐林家（自伐型林業従

事者）」など、森林整備を担う人材の育成を行いまし

た。（４-３再掲） 

林業の担い手は近年わずかに増えていますが、後

継者不足、技術の承継問題といった課題解決には

至っていないため、いいだ親林学校、未来のモリビト

育成講座を通じ、林業に関心を持つ人材の発掘、人

材確保につなげます。また、自伐林家育成のため、

飯田きこり養成塾を実施します。（４-３再掲） 

地域で課題になっている放置された里山及び竹

林について、整備に取り組む地域活動に対し初期整

備の実施や講師派遣等の支援を行い、継続的な整

備を促進します。 
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ターゲット５-６ 気候変動への主体的適応 

気候変動の情報を収集し、わかりやすく分野ごとに提供することで、個人、地域、事業者が主体的に適応策を

講じることができる取組を促進します。 

■気候変動に係る情報を収集し提供する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

信州気候変動適応センターから情報を収集し、施

策へ反映させるため分析及び研究をしました。 

りんご並木の歩行者天国に併せて、近隣施設を

「クールシェアスポット」として位置づけ提供し、気候

変動に適応していくことを意識するためのきっかけ

を作りました。「うごくるゼミナ～ル。」の活動やＳＮＳ

での情報発信などの機会において、緩和策に併せ、

適応策も重要であることを学ぶ機会を作りました。 

引き続き、気候変動に係る情報を収集し、分析及

び研究を行います。 

また、収集した情報を広く周知するためよう、「うご

くる。」の活動やＳＮＳでの情報発信に力を入れてい

きます。 

■各分野別計画へ「適応」視点を導入する。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

２１’いいだ環境プラン第６次改訂版を策定し、気

候変動に対する主体的な適応の観点を盛り込みま

した。また、地方公共団体実行計画及び気候変動適

応計画を統合した計画「２０５０年いいだゼロカーボ

ンシティ推進計画」の中で、気候変動適応計画を定

めました。 

指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指

定・活用など、具体的な適応策を展開していく必要

があります。 

各計画の所管部署に対して、気候変動への適応

の観点を盛り込むよう働きかけをしていきます。 
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ゴール６ 環境問題を知り、学び、実践に移そう 
様々な世代、地域において環境に関する知識や情報の普及、啓発を行い、市民、事業者、行政が協働し、一人

一人が環境の保全及び創造に主体的に取り組むことができるようにしていきます。 

 環境学習や「うごくる。」の活動等を通じて、幅広い世代の環境意識醸成に取り組みました。環境に関心のな

い市民へのアプローチに課題があるため、自分ごととして意識してもらえるよう、啓発活動や情報発信の方法

について工夫していく必要があります。 

 

施策の状況等 

◎：目標以上の達成 ○：目標達成 △：目標未達成だが上昇傾向 ×：目標未達成で横ばいまたは下降傾向 

指標 
基準年 

令和元年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

令和６年度 

実績値 

令和６年度 

目標値 

達成 

状況 

環境に関する学習会

や環境に関する知識

を高めるような行事

（講演会・研修会・イベ

ントなど）に関わった

り、参加したりした割

合 

27.4% 18.9% 16.5% 20.1% 20.1％ 35% × 

環境産業公園、グリー

ンバレー千代の見学

人数 

597人 598人 398人 538人 492人 700人 × 

 

ターゲット 6-1 生涯にわたる環境学習の推進 

様々な場面で環境学習の機会を創出し、生涯にわたる環境意識の醸成に取り組みます。 

■環境学習を生涯にわたって行える環境づくりを行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

市民の環境意識醸成及び人材育成のため、様々

な世代を対象とした環境学習の機会創出に取り組

みました。 

環境学習連続講座（複数回にわたっての講座）を

高陵中学校で２回、千栄小学校で２回、鼎小学校で

４回開催しました。 

全体では、小学校６校２９７名、中学校２校７５名、

地区の子ども会２団体７３名、地区環境委員会７地

区２２０名、一般講演会１回１２０名に加え、新たに保

育園で２園８９名と、多くの児童、生徒が環境学習講

座を受講し、地球温暖化や自然エネルギー、エシカ

ル消費やＳＤＧｓなどについて学びました。 

市内外の学校や地域団体を対象に、環境産業公

園又はグリーンバレー千代の視察による環境意識の

高揚を図りました。 

引き続き、オンラインではなく講師が現地に出向く

出前講座の形式を増やしていきます。 

時代のニーズに合わせた環境プログラムを充実さ

せ、全ての小中学校、全地区の公民館、環境衛生委

員会、高齢者学級等に対象を広げて学習会の実施

に努めていきます。 
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ターゲット 6-2 幼少期からの環境学習の取組 

未来を担う子どもたちが、環境学習によって幼少期から自然のすばらしさ、環境の大切さを感じる心を育みます。 

■幼少期から環境学習に取り組める環境づくりを進める。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

小学校４年生を対象に環境意識の高揚に資する

ポスター作製を依頼し、全４年生の９０％に及ぶ過去

最高の７０５作品の応募がありました。優秀作品は市

内各所に掲示し、作品を通じて市民の関心を高め、

環境保全の取組及び啓発に役立てました。 

小中学生が親子で参加できる、水生生物観察会

などの学習機会を企画・実施しました。 

これまで実施を見送ってきた未就学児への環境

学習出前講座を実施しました。 

小学校４年生へのポスター作製依頼や、環境チェ

ッカーが親子で参加できる学習会を引き続き実施し

ます。また、幼稚園や保育園での出前講座を今後増

やしていきます。 

 

ターゲット 6-3 環境学習人材の育成 

環境学習に携わる人材の育成に努めます。 

■環境学習人材育成に取り組む。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

環境アドバイザー制度の登録者数は、令和５年度

より１名減の９名でした。 

環境アドバイザーの知識のかん養を図るため、連

絡会において研修会を２回実施しました。 

環境チェッカーは子ども３３名、大人３２名の計６５

名に更新され、水生生物観察会、調査活動に関する

中間報告会等の学習会を行いました。 

環境アドバイザー制度の登録者に高年齢化が見

られます。機会をとらえ、制度の周知や新たな環境ア

ドバイザーの登録に努めます。 

環境チェッカーを対象にした学習会を引き続き行

います。 

 

ターゲット 6-4 環境人材のネットワークづくり 

お互いの活動を知り、相乗的に活動効果を高めます。 

■環境人材のネットワークづくりに取り組む。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

環境アドバイザー同士の連携等のため、アドバイ

ザーを参集し連絡会議を開催しました。 

「いきもの大調査ｉｎいいだ」を開催し、生物多様性

保全に関わる事業者や学芸員と関係性を持ち、知識

や経験の共有を行いました。 

岐阜県多治見市で行われた中部環境先進５市

（TASKI）サミットに参加し、自治体間及び市民団体

間での情報交換を行いました。 

長野県環境政策課・ゼロカーボン推進室に働きか

けて初開催された「くらしふとｍｅｅｔｕｐ!～県内脱炭

素先行地域の意見交換会～」を通じて、県内で２０３

０年までのエリア内カーボンニュートラル達成に取り

組む他の先行地域選定団体との情報交換・相互相

談の体制を構築しました。 

「うごくる。」の活動を通じて環境人材のネットワー

ク構築に取り組みました。 

環境アドバイザーの交流を増やし、さらなる知識

の習得に努めます。 

引き続き、他地域との情報交換、「うごくる。」の活

動を通じた環境人材のネットワークづくりを進め、相

乗的に活動効果を高めるよう努めます。 
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ターゲット 6-5 学習から実践へ 

多様な主体による意見交換を行い、学習したことを実践に移せるよう、行動変容を促す推進を行います。 

■学習した知識や技術を実践に移す取組を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

ごみ現物を実際に分別しその正確さを競う「ごみ

分別レース」や、小学生が作成した「商品を前からと

る」ポップの店舗掲示など、学習から実践へ行動変

容を促す取組を行いました。 

市内５地区を対象に環境地区懇談会を開催し、各

地域における環境保全・改善行動を促しました。 

「うごくる。」の活動で意見交換の場を設け、多様

な主体による参画を促しました。また、主に「うごくる

ゼミナ～ル。」で気候変動を学んだ中学生を中心に、

学びを行動に移す決意を「うごくる。行動宣言」とし

て自分が取り組むこと、みんなで取り組むことを１１２

名・グループの方に示していただき、宣言した方の行

動をを後押しするため「うごくるアンバサダ～。」とし

て任命しました。 

楽しみながら実践できる取組を引き続き研究・実

施します。 

「うごくる。」については、環境に関心のない市民に

も参加してもらえるよう、取組の意義を広く周知して

いきます。また、高校生や大学生の世代を対象とし

た学習・行動支援の受け皿を強化するため、実践機

会の創出に取り組みます。 

 

ターゲット 6-6 情報の発信 

様々な場所、手段を用いて環境の保全及び創造に有用な情報の発信を行います。 

■環境学習の情報発信を行う。 

令和６年度の取組状況 次年度以降に向けた課題及び取組 

「いきもの大調査ｉｎいいだ」の利用案内動画を作

成し、参加者の増加につなげました。 

地区の文化祭や南信州環境メッセ、りんご並木の

歩行者天国に合わせて、環境に関する展示、参加型

の講座などを開催し、その様子をＳＮＳで発信しまし

た。特に若年層への環境情報発信のため、Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍを活用し、年間１１８回の投稿を行いました。フォ

ロワー獲得も積極的に働きかけ、８７８名のフォロワ

ーを獲得しました（令和６年度末時点）。 

引き続き、ＳＮＳで環境学習の様子を発信します。 

また、Ｉｎｓｔａｇｒａｍのリール動画など、環境に関心

を持たない方にも情報が届くように発信方法を工夫

していきます。 
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長野県飯田市 

市民協働環境部環境課・ゼロカーボンシティ推進課 
〒395-8501 長野県飯田市大久保町 2534 

TEL 0265-22-4511 

 

 

環境文化都市実現へもう 1歩踏み出す 

 

わたしたち飯田市が四半世紀以上も前から歩んできた「環境文化都市」へ

の道のりは、 ２１世紀における地方都市の新しいまちのあり方として挑戦し

続けてきた歴史でもあります。 

しかしなお、気候変動や生物多様性の減少、資源の枯渇といった環境問題

は、日を追うごとに私たちの生活や事業活動、地域の未来に深刻な影響を及

ぼしています。 

このことに加え、人口減少、少子高齢化、東京一極集中といった近年にお

ける全国的な課題も、当然のように私たち自身の課題でもあります。 

私たちが取り組む環境へのアプローチは、「結い」と「ムトスの精神」、「自治

の基盤」を原動力に、環境負荷の軽減とくらしの向上、地域経済の発展など

を基調とした、持続的で個性あるまちをつくることへの挑戦そのものです。 

これらの挑戦を成功させるには、市民、事業者、地域、行政がそれぞれ環境

問題に対して自分ごととして捉え、ときには手を取り合い、それぞれの知恵

や力を持ち寄ることが必要です。日常の中での小さな行動一つ一つが、やが

て地域全体を変える大きな力となります。 

環境への取組が、社会的にも大きく影響を与える時代にすでに突入してい

ます。 

私たちは、今一度原点に立ち返り、知恵と行動力により、地域の持続性や

魅力を高め、リニア時代を切り開く、個性輝く「環境文化都市」の実現のため

の第一歩を、今この瞬間からともに踏み出しましょう。 


